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有害鳥獣捕獲に関するアンケート結果 解説書 1 

関西広域連合広域環境保全局 2 
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1  諸言 5 

• 本解説書でいう有害鳥獣捕獲とは、自治体（府県または市町村）が被害6 

防止計画等において有害鳥獣捕獲の必要性やその内容を記載し、捕獲成7 

果に対して経費等を支払ってシカ、イノシシ（以下「シカ等」と言いま8 

す。）を捕獲することを指します。 9 

• 関西広域連合では、有害鳥獣捕獲に関する現状と課題を整理し、法令等10 

も精査してきました。 11 

• 令和５年度に実施した有害鳥獣捕獲に関するアンケート調査（奈良県内12 

の自治体は令和６年度に実施）では、各自治体で様々な体制、運用ルー13 

ルで実施していることがわかりました。 14 

• これらの結果からは、自治体側、捕獲従事者側双方に社会的リスクが潜15 

んでいることがわかってきました。それらにどう対処すれば良いかとい16 

うことは、まだ検討の途中です。 17 

• まずは現状と課題を共有するのが、本解説書発行の意図です。 18 

• さらに本解説書では、自治体側、捕獲従事者側双方にとって社会的リス19 

クが少ないと考えられるあり方を予報的に提言しました。 20 

• 有害鳥獣捕獲の理想的なあり方は、さらに法的な検証もしなければなり21 

ませんし、判例が蓄積されているわけでもないため、実際には不明な点22 

が多いのが実態です。 23 

• 捕獲従事者に経費等を支払うことは、従事者確保において一定の成果を24 

有していると考えます。他方、多くの人が関わることで問題は複雑にな25 

っています。 26 

• 可能な限り社会的リスクが低いあり方を模索することは必要と考えて、27 

注意喚起の意図を込めて本解説書を作成しました。 28 

• 本解説書は、シカ等を対象としていますが、その他鳥獣（鳥類、中型哺29 

乳類等）についても参考にしていただける内容を含んでいます。 30 

• 本文及び表中に網掛けが施してある部分をクリックすると、詳細解説し31 

た箇所にリンクされていますので、活用ください。 32 

  33 



 2 

2  課題を理解するための整理表 34 

• 有害鳥獣捕獲では、問題のありかを理解しやすくすることを意図して、35 

課題を分解し、整理した表（表 1）を作成しました。 36 

• この整理表をまず参照いただくことで、アンケート設問ごとの結果を理37 

解いただく助けになると考えます。 38 

• 自治体の担当職員としてまず確認いただきたいのは、有害鳥獣捕獲の実39 

行方法が直営（自治体が自ら行う）か委託（外部者に依頼して行っても40 

らう）か、ということです。 41 

• これらを識別するためには、有害鳥獣捕獲の実施体制と捕獲許可の種類42 

の２要素が重要です。 43 

• 次ページ以降は、表 1の詳細を解説します。 44 

 45 

表 1 課題を理解するための整理表 46 

     捕獲許可 

 

体制 

個人許可 

法人許可 

（許可法人が 

自治体） 

法人許可 

（許可法人が 

自治体以外） 

鳥獣被害対策実施隊

の設置 
直営 直営 直営 

法人格を有する者 

への委託 
委託 業務仕様による 委託 

猟友会支部への委託 

委託 

（直営とみなされる

可能性もある1） 

直営 業務仕様による 

個人への委任 その他 直営 委託 

 

 
1 委託契約の体裁を取ってはいるものの、実質的には雇用と同様の指揮命令関係が存在するとみ

なされる場合には、使用者責任が問われることがあります。詳しくは 3.1.2 を参照してくださ

い。 
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3  整理表の内容解説 47 

3.1  直営か委託か 48 

• 直営か委託か、は、自治体にとって有害鳥獣捕獲の準備と実行において49 

全体を担わなければならないのか、あるいは部分で良いのか、といった50 

大きな違いがあります。 51 

• 表 1では、個人への委任でかつ捕獲が個人許可で行われる場合、「その52 

他」としています。この場合、自治体側から見れば、鳥獣保護管理法に53 

基づく捕獲許可を発出しているだけである、と考えることが一般的かも54 

しれません。 55 

• しかし、鳥獣被害防止計画等で有害鳥獣捕獲を計画しているのであれ56 

ば、捕獲の公益性を自治体が認め、主体的に計画しているわけですか57 

ら、捕獲成果は自治体にとって「利益」といえます。 58 

• ここに報償責任が生じます。報償責任とは、利益を得る者が損失も負担59 

すべきという考え方です。 60 

• つまり、有害捕獲において損害を賠償する責任が生じたとき、市町村は61 

紛争から免れることはできない可能性が生じます。 62 

• その観点では、「その他」もまた、これ以降で述べる内容を加味したル63 

ールづくり等をしておくべきと考えます。 64 

 65 

3.1.1  直営の場合 66 

• 有害鳥獣捕獲の実行方法が直営（自治体が自ら行う）の場合、体制構築67 

や運用のルールづくり、従事者への教育訓練、そして捕獲等の作業指示68 

と現場管理という全てについて、自治体が使用者として責任を負う可能69 

性が生じます。 70 

• 直営の場合には、自治体に使用者責任（民法 715条：ある事業のために71 

他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた72 

損害を賠償する責任を負う。）が生じるかもしれません。 73 

• そのため自治体は、ルールづくり、教育訓練、作業指示や現場管理の全74 

てにおいて十全な準備と実行をしておく必要があります。 75 

 76 

3.1.2  委託の場合 77 

• 委託（外部者に依頼して行ってもらう）の場合には、委託業務の設計78 

（仕様書づくり、費用の積算）や業務統括（業務監理）は自治体が担う79 
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ものの、捕獲体制のルールづくり、従事者への教育訓練、作業指示や現80 

場管理は委託先に委ねることになります。 81 

• 委託業務において、受託者が第三者に損害を加えた場合、注文者は原則82 

として賠償する責任を負わないとされています（民法 716 条：注文者83 

は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負84 

わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったとき85 

は、この限りでない。）。 86 

• 民法 716条のただし書にあるように、注文又は指図に過失がある場合は87 

注文者にも賠償責任が生じ得ます。例えば、猟犬を用いた巻き狩りを民88 

家付近で実施することを指示して猟犬が住宅敷地に侵入してペット犬を89 

咬傷した場合、注文者の指示に過失があると判断される可能性がありま90 

す。 91 

• また、一般に任意団体であることがほとんどの猟友会支部に委託してい92 

る場合、実質的には自治体が同支部会員に直接的に指示している場合が93 

あります。その場合は、委託契約の体裁を取ってはいるものの、実質的94 

には雇用と同様の指揮命令関係が存在するとみなされることがありま95 

す。この場合には、3.1.1 で述べた使用者責任が問われることになりか96 

ねません。 97 

 98 

3.2  直営の場合に実施すべきこと 99 

• 直営の場合には、原則として有害鳥獣捕獲全体を自治体が担うことにな100 

ります。 101 

• 一般に組織をつくり、業務を遂行しようとするのであれば、組織を設計102 

し、従事者が稼働するルールを作り、教育訓練を施した上で業務を遂行103 

することになります。 104 

• 以下は、まだ検討途中ですが、現段階で必要と考えられる項目を概説し105 

ます。 106 

 107 

3.2.1  ルールづくり 108 

• 表 1で示した体制の種類によって、必要な規程類を整備する必要があり109 

ます。 110 

• 委託の場合には、業務仕様において有害鳥獣捕獲のうち、どの部分を委111 

託するのかということを明確にする必要があります。 112 

• 個人への委任の場合であって直営である場合（自治体が法人許可を得て113 

捕獲する）は、つまり個人を鳥獣被害対策実施隊として任用等せず、あ114 
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くまで捕獲許可を申請した個人に対して法人許可の従事者証を発行する115 

場合を指します。 116 

• この場合、法人として指揮監督の適正を期する必要があるため、法人と117 

しての稼働ルールを独自に定めるべきです。その点においては、他の体118 

制と大きく違いません。 119 

 120 

3.2.2  教育訓練 121 

• 有害鳥獣捕獲は、狩猟よりもより里地で行うことから事故リスクは一般122 

に高まることを想定すべきです。また、経費等を支払って行う行為です123 

から、趣味として行う狩猟とは様々な観点で異なります。 124 

• これまでは、有害鳥獣捕獲は狩猟の延長上にあるような誤解も多くあり125 

ました。しかし万が一の事故が生じた場合、狩猟よりも一層大きな社会126 

的影響が及ぶことの認識を従事者に持ってもらうことが重要です。 127 

• 教育訓練といえば、捕獲技術の講習と認識されがちです。しかし本解説128 

書では、それよりもむしろ、指揮命令系統やルールを守ることの重要129 

性、法令順守の重要性を説くガナバンス・コンプライアンス講習の重要130 

性を意味しています。 131 

• 現にこれまで有害鳥獣捕獲で生じた事故では、被害者だけでなく加害者132 

にも大きな影響が及びました。関西広域連合では、圏域で発生した事故133 

のその後を関係者にヒアリングしましたので、4 を参照してください。 134 

 135 

3.2.3  作業指示及び管理 136 

• 自治体職員にとっては、「有害鳥獣捕獲はよくわからないもの」との思137 

いを抱くことが多いのではないでしょうか。 138 

• 実際、鳥獣を捕獲する行為は、一般的な生活とは縁遠いものです。 139 

• とはいえ、直営であれ委託であれ、有害鳥獣捕獲がわからないまま、業140 

務設計も管理もできません。 141 

• 重要なことは、有害鳥獣捕獲で採用される捕獲手法の概略とそれぞれの142 

手法に潜む危険を知っておくことです。 143 

• 捕獲手法の概略については、関西広域連合が発行している「鳥獣捕獲等144 

事業 設計・監理のガイドライン（Ver.4）」55ページを参照くださ145 

い。 146 

https://www.kouiki-147 

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyaka148 

i/7641.html  149 

https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html
https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html
https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html
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 150 

• 捕獲手法ごとの概略とそれぞれに潜む危険は、資料動画を作成しました151 

ので、参照してください。 152 

https://youtu.be/j5o13cDJZvA?si=ZfjuITblQumlu73Z 153 

 154 

 155 

3.3  委託の場合に実施すべきこと 156 

• 委託であっても、適切な委託先の選定ができていない、業務設計に誤り157 

がある、業務管理をせず丸投げをしていた、といったことは、注文者の158 

責任が問われるケースがあります。 159 

• かといって、細かすぎる設計では順応的な対応ができなくなります。具160 

体的な手法は、外部の専門家等に相談しながら進めるべきと考えます。 161 

 162 

3.3.1  委託先の適切な選定 163 

• 委託先は、複数いる候補者から選定するような一般的な発注業務とは異164 

なり、有害鳥獣捕獲では地域の猟友会支部等を選定せざるを得ないこと165 

が大半だと思います。 166 

• この場合、委託先に対して発注者が 3.2.2 と同様、教育訓練をしていく167 

ことが重要になります。 168 

 169 

3.3.2  適切な業務設計 170 

• 業務設計では、業務仕様書に委託範囲を明確にしておくことが重要で171 

す。 172 

• 具体的には、指揮命令系統の明記（一般的には委託側の監督職員と受託173 

側の現場代理人との指示系統を記載する）、捕獲手法や場所選定の方174 

法、捕獲時期等について業務仕様書に記載することになります。 175 

• 特に安全管理の視点から、里地における捕獲手法選定の考え方や指示を176 

すること、安全看板や警備員の配備を指示することなどは、重要です。 177 

 178 

https://youtu.be/j5o13cDJZvA?si=ZfjuITblQumlu73Z
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3.3.3  適切な業務管理 179 

• 委託業務において自治体職員は、現地立会を随時必要な時に実施すべき180 

です。 181 

• 特に業務仕様書で指示した安全管理が現地でなされているかどうか、は182 

現地立会において確認すべきポイントです。 183 

• これらの業務管理の要領は、関西広域連合発行の「監理監督要領184 

（Ver.1）」を参照ください。同文書は、3.2.3 で示した URLと同じ場185 

所に公開されています。 186 

 187 

3.4  体制に関する解説 188 

• 表 1で示したそれぞれの体制に関わる制度や組織図は、複雑で全体を理189 

解することは容易ではありません。 190 

• ここでは、それぞれの概略と知っておくべきポイントを絞って解説しま191 

す。 192 

 193 

3.4.1  鳥獣被害対策実施隊 194 

• 鳥獣被害対策実施隊員は、自治体が任用等することにより地方公務員法195 

第３条３項第３号の地方公務員特別職に位置付けられています。 196 

• 特別職とは、専門的な知識経験等を有する者が就く職であって、当該知197 

識経験等に基づき非専務的に公務に参画する労働者性の低い職であり、198 

助言、調査、診断等を行う職に限定されています。 199 

• 地方公務員法において特別職は、自治体の指示命令系統に属さない者で200 

あるとされていることから、実施隊の組織設計においては、別途条例等201 

で設置要綱を定め、そこに服務規程、解任規程を盛り込んでおくべきで202 

す。これらがないと、自治体が隊員に対して指示命令する根拠がありま203 

せん。 204 

 205 

3.4.2  法人格を有する者への委託 206 

• 法人格を有する者への委託は、最も一般的で適切な手法です。 207 

• 特に後述（3.5 ）のように、鳥獣保護管理法 9条の捕獲許可において環208 

境大臣が定める法人にあっては、法人許可が取得できるため、有害鳥獣209 

捕獲実行体制として適切です。 210 

• ただし、これら法人がどのような安全管理体制を有しているのか、など211 

は何らかの方法で確認すべきです。 212 
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• その確認は、3.3.3 で提示した「監理監督要領（Ver.1）」は参考にして213 

いただけると思います。 214 

 215 

3.4.3  猟友会支部への委託 216 

• 任意団体である猟友会支部への委託は、実はとても留意すべきポイント217 

があります。 218 

• それは、有害鳥獣捕獲において万が一第三者に損害をもたらした場合、219 

原則として受託者である猟友会支部に賠償責任が生じる可能性が高いと220 

いうことです。 221 

• この場合、法人格を有していない猟友会支部では、一般則に照らせば損222 

害賠償は全会員が応じる必要が出てくることです。 223 

• そうならないためにも、猟友会支部におけるガバナンス・コンプライア224 

ンスの向上を図ることは必須です。 225 

• 加えて万が一の補償においては、ハンター保険は有効ではありませんの226 

で、適切な保険商品を選定する必要があります。これらの解説は、関西227 

広域連合発行の「有害捕獲事業における万が一の備え（補償、保険に関228 

して）」を参照してください。同文書は、3.2.3 で示した URLと同じ場229 

所に公開されています。 230 

 231 

3.4.4  個人への委任 232 

• 被害防止計画等を策定した結果、自治体に報償責任が生じる場合には、233 

個人への委任は特にルールづくりは慎重にしておくべきです。 234 

• 個人の活動を管理することは、非常に難しいからです。 235 

 236 

3.5  捕獲許可に関する解説 237 

• 鳥獣保護管理法 9条では、原則として個人に許可を発出することとされ238 

ています。 239 

• 捕獲許可は、目的に応じて発出するものであって、有害鳥獣捕獲を狩猟240 

として行うことは適切ではありません。 241 

• また、捕獲許可は許可できない場合が４条件法令で示されています。こ242 

れらに該当しない限り、自治体は申請があれば許可をしなければなりま243 

せん。 244 

• 法人許可は、行政手続きが正しく浸透していない事例が散見されます。 245 

• 法人許可とは、許可を受けた法人が指揮監督をし、従事者証の交付を受246 

けた従事者が指示に沿って捕獲に従事することを指しています。 247 
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• この時、許可を受けた法人とは、環境大臣が定めた法人を指していま248 

す。その法人とは、次のとおりです。国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲249 

等事業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共250 

済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組251 

合、漁業協同組合連合会。 252 

• つまり、一般的な株式会社や任意団体は法人許可の対象ではありませ253 

ん。 254 

• 加えて法人許可発出においては、「捕獲等事業指示書を従事者に交付す255 

るとともに、鳥獣捕獲従事者台帳を整備する」ことが鳥獣保護管理法で256 

求められています。 257 

 258 

  259 
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4  参考資料：有害鳥獣捕獲の事故事例 260 

• 関西広域連合では、圏域で発生した有害鳥獣捕獲の事故のその後を関係261 

者にヒアリングしました。 262 

• ヒアリングを行った事故はいずれも他損事故です。全て巻狩りによる捕263 

獲中の事故で、人身被害２件（捕獲従事者、第三者）、物損１件（建物264 

被害）でした。 265 

• いずれも保険や示談金で補償がされており、実施主体である市町村によ266 

る補償まではありませんでしたが、特に B町や C町の事例は、町が訴え267 

られる可能性もありうる事故でした。 268 

• A市の被害者は奇跡的に後遺症はありませんでしたが、C 町の被害者はい269 

まだに後遺症で苦しんでいます。 270 

• また被害者だけでなく、加害者も免許取り消しや業務上過失致傷で起訴271 

されたり、有害捕獲が一時的にできなくなるなど、事故は広く深刻な影272 

響を及ぼすことが改めて浮き彫りになりました。 273 

 274 

表 2 有害鳥獣捕獲における他損事故事例 275 

 A市 B町 C町 

事故種別 人身被害（捕獲従

事者） 

物損（建物被害） 人身被害（第三

者） 

事故時の捕獲方法 巻狩り 巻狩り 巻狩り 

事故の要因 散弾銃による誤射

（散弾の跳弾） 

ライフル銃による

誤射（暴発） 

猟犬による咬傷 

事故の概要 猟犬に追い出され

たシカに発砲した

ところ散弾のひと

つが跳弾し、待ち

をしていた別の従

事者の腹部を貫

通。急所を外れて

いたため１日で退

院、後遺症は無

し。 

猟犬がニワトリ小

屋へ接近し、ニワ

トリへの加害を懸

念して猟犬の方へ

向かう途中、弾を

抜こうとして引き

金に指がかかり暴

発。近くの別荘

（事故時は不在）

の壁を貫通し室内

が損傷した。 

勢子が猟犬を見失

った状態で、猟犬

が山菜取りに入山

していた女性（70

歳代）２名に噛み

ついた。女性は重

症を負い、入院・

手術と後遺症が残

った。 
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 A市 B町 C町 

被害者への補償 個人加入の保険と

示談金で補償（示

談金の一部は狩猟

者団体支部から補

填）。 

狩猟者団体で加入

の保険で補償。 

個人加入の保険で

補償。 

加害者のその後 銃器を自主返納、

狩猟者団体を脱

退。 

銃器没収、狩猟免

許取り消し、狩猟

者団体を脱退。 

業務上過失致傷で

略式起訴。 

市町村や狩猟者団

体等のその後の対

応 

府県下全体で１カ

月間の銃による有

害鳥獣捕獲の自

粛。 

３カ月間の有害鳥

獣捕獲の停止。 

巻狩りを禁止、銃

猟は忍び猟のみ許

可。 

有害鳥獣捕獲の体

制（事故発生時） 

有害鳥獣捕獲班。 

市から狩猟者団体

支部へ委託。 

有害鳥獣捕獲班。 

狩猟者団体支部と

の委託契約なし。 

有害鳥獣捕獲班。 

町から捕獲班へ委

託。 
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